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示
（
公
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○
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
営
業
許
可
の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
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告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
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…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
��

○
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
立
川
市
選
挙
区
）
の
候
補

者
届
出
書
等
の
事
前
審
査
…
…（
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
）…
�


○
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
立
川
市
選
挙
区
）
に
お
け

る
候
補
者
等
が
選
挙
長
又
は
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に

す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�


○
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
立
川
市
選
挙
区
）
に
お
け

る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

に
す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�


○
土
地
収
用
法
に
よ
る
使
用
の
裁
決
手
続
開
始
（
十
二
件
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
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委
員
会
）…
�


○
消
防
法
に
基
づ
く
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令
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
消
防
庁
）…
��

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
五
号

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
東
向
島
二
丁
目
二
十
二
番
地
区
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の

事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
組
合
の
名
称

東
向
島
二
丁
目
二
十
二
番
地
区
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
四
月
十
四
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

墨
田
区
東
向
島
二
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

港
区
芝
浦
三
丁
目
九
番
一
号

令
和
五
年
四
月
十
四
日

五

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
九
月
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
六
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
西
新
宿
三
丁
目
西
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に

告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

西
新
宿
三
丁
目
西
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
及
び
西
新
宿
四
丁
目
各
地
内
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四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
十
一
番
十
六
号

第
二
太
閤
ビ
ル
二
階

令
和
五
年
二
月
一
日

五

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
九
月
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
九
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

文
京
区
本
郷
七
丁
目
一
番
一
、
同
番
五
、

同
番
六
、
同
番
八
、
同
番
九
、
同
番
十
一

の
一
部
、
同
番
十
二
か
ら
同
番
十
四
ま
で
、

二
番
一
か
ら
同
番
三
ま
で
、
同
番
五
、
三

番
十
一
、
同
番
十
二
、
四
番
、
同
番
一
、

同
番
四
、
五
番
一
、
同
番
二
、
六
番
二
、

七
番
一
、
八
番
二
、
九
番
一
、
十
番
一
、

十
一
番
一
、
十
二
番
一
、
十
三
番
一
、
十

四
番
一
、
十
五
番
一
、
十
六
番
二
、
十
七

番
一
、
同
番
二
、
十
八
番
一
、
十
九
番
二
、

二
十
番
か
ら
二
十
二
番
ま
で
、
二
十
三
番

一
、
二
十
七
番
二
、
二
十
八
番
二
、
二
十

九
番
二
、
三
十
番
一
、
三
十
一
番
一
か
ら

同
番
三
ま
で
、
三
十
二
番
一
、
同
番
三
、

同
番
四
、
五
十
六
番
、
湯
島
四
丁
目
二
百

一
番
先
の
二
及
び
台
東
区
池
之
端
一
丁
目

三
十
八
番
四

令
和
五
年
八
月
二

十
一
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
九
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

世
田
谷
区
駒
沢
公
園
六
百
八
十
二
番
二
、

七
百
五
十
二
番
、
七
百
六
十
一
番
、
七
百

六
十
五
番
、
七
百
六
十
六
番
、
七
百
七
十

七
番
、
七
百
七
十
九
番
か
ら
七
百
八
十
二

番
ま
で
、
七
百
八
十
四
番
一
、
同
番
二
、

七
百
八
十
七
番
一
、
同
番
二
、
七
百
九
十

九
番
一
の
一
部
、
同
番
二
、
同
番
五
、
八

百
七
番
一
、
八
百
六
十
五
番
三
、
八
百
七

十
一
番
二
、
八
百
九
十
番
、
八
百
九
十
六

番
、
八
百
九
十
九
番
三
、
九
百
四
十
番
一
、

九
百
四
十
三
番
一
、
九
百
四
十
四
番
、
九

百
四
十
八
番
、
九
百
四
十
九
番
一
、
九
百

五
十
四
番
一
、
九
百
五
十
六
番
一
、
三
千

三
百
九
十
七
番
か
ら
三
千
四
百
番
ま
で
、

三
千
四
百
一
番
一
、
同
番
二
、
三
千
四
百

四
番
三
、
同
番
四
、
三
千
四
百
五
番
二
の

一
部
、
同
番
四
、
三
千
四
百
二
十
番
一
、

三
千
四
百
二
十
五
番
一
、
同
番
二
、
同
番

七
、
三
千
四
百
二
十
六
番
、
三
千
四
百
二

十
八
番
、
三
千
四
百
二
十
九
番
、
三
千
四

百
三
十
一
番
か
ら
三
千
四
百
三
十
四
番
ま

で
、
三
千
四
百
三
十
六
番
か
ら
三
千
四
百

四
十
一
番
ま
で
、
同
番
二
、
同
番
三
、
三

令
和
五
年
八
月
二

十
四
日

千
四
百
四
十
二
番
一
、
同
番
二
、
三
千
四

百
四
十
三
番
、
同
番
二
、
同
番
三
、
駒
沢

一
丁
目
三
千
四
百
二
番
、
三
千
四
百
四
十

三
番
一
、
同
番
四
、
三
千
四
百
四
十
四
番

二
、
目
黒
区
八
雲
五
丁
目
千
二
百
五
十
五

番
、
千
二
百
六
十
二
番
、
千
二
百
六
十
三

番
、
千
二
百
九
十
三
番
二
、
千
三
百
番
一
、

東
が
丘
二
丁
目
九
番
一
か
ら
同
番
五
ま
で

並
び
に
千
二
百
二
十
三
番
一
及
び
同
番
二

の
各
一
部
、
千
二
百
二
十
四
番
、
千
二
百

三
十
番
、
千
二
百
三
十
四
番
か
ら
千
二
百

三
十
七
番
ま
で
、
千
二
百
三
十
八
番
一
、

千
二
百
四
十
三
番
一
、
同
番
三
、
千
三
百

一
番
一
、
同
番
三
、
同
番
四
並
び
に
千
三

百
五
番
二

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
六
月
三
十
日

付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の

で
、
法
第
五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定

障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関

す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
九
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十

一
条
の
三
十
第
一
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指

定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に

関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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（第17899号）東 京 都 公 報令和5年9月8日（金曜日）５

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
九
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
五
年
七
月
一
日
付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第

五
十
一
条
及
び
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支

援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第

七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和5年9月8日（金曜日）東 京 都 公 報（第17899号） ６



（第17899号）東 京 都 公 報令和5年9月8日（金曜日）７

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
九
十
二
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
の
指
定
が
次
の
と
お
り
効
力
を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二

失
効
の
理
由

当
該
知
事
指
定
薬
物
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に

規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医

療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
五

年
厚
生
労
働
省
令
第
百
九
号
）
の
施
行
に
よ
り
、
医
薬
品
、
医
療

機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
薬
物
に
指
定
さ
れ
る
た
め

三

失
効
年
月
日

令
和
五
年
九
月
十
日

四

罰
則
の
適
用

こ
の
指
定
の
失
効
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



令和5年9月8日（金曜日）東 京 都 公 報（第17899号） ８

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
十
月
十
五
日
執
行
予
定
の
東
京
都
議

会
議
員
補
欠
選
挙
（
立
川
市
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
登

録
に
つ
い
て
被
登
録
資
格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日
及
び
登
録
を
行

う
日
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
五
年
九
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

基
準
と
な
る
日

令
和
五
年
十
月
五
日
。
た
だ
し
、
年
齢
に
つ
い
て

は
、
同
月
十
五
日

登
録
を
行
う
日

令
和
五
年
十
月
五
日

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
一
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
九
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

永
生
病
院
介
護
医
療
院

八
王
子
市
椚
田
町
五
百
八
十
三
番
地

十
五

福
祉
ホ
ー
ム

さ
く
ら

八
王
子
市
川
口
町
千
五
百
四
十
三
番

地
一

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
九
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17899号）東 京 都 公 報令和5年9月8日（金曜日）９



令和5年9月8日（金曜日）東 京 都 公 報（第17899号） １０



（第17899号）東 京 都 公 報令和5年9月8日（金曜日）１１

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
九
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和5年9月8日（金曜日）東 京 都 公 報（第17899号） １２



（第17899号）東 京 都 公 報令和5年9月8日（金曜日）１３



令和5年9月8日（金曜日）東 京 都 公 報（第17899号） １４



（第17899号）東 京 都 公 報令和5年9月8日（金曜日）１５
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
五
年
九
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和5年9月8日（金曜日）東 京 都 公 報（第17899号） １６
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
九
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
九
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17899号）東 京 都 公 報令和5年9月8日（金曜日）１７

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
九
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和5年9月8日（金曜日）東 京 都 公 報（第17899号） １８

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３００号

次
の
者
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１２２号

）
第
８
条
第
３
号
の
規
定
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
令
和
５
年
８
月
４
日
風
俗
営
業
の
許
可
を

取
り
消
し
た
。

お
っ
て
、
被
処
分
者
の
所
在
が
不
明
の
た
め
通
達
で
き
な
い
の
で
、

こ
の
告
示
を
も
っ
て
通
達
に
代
え
る
。

令
和
５
年
９
月
８
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
被
処
分
者
の
営
業
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
氏
名

⑴
江
戸
川
区
船
堀
四
丁
目
３
－
９

中
里
ビ
ル
２
階

「
麻
雀
ク
ラ
ブ
ボ
ン
ド
」

前
田

行
信

⑵
足
立
区
入
谷
七
丁
目
１７番

１５号
源
代
ハ
イ
ツ
２
階

「
麻
雀
源
代
」

細
井

征
夫

２
処
分
事
由

正
当
な
事
由
が
な
く
６
月
以
上
休
業

３
そ
の
他

⑴
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
、
東
京
都

公
安
委
員
会
（
警
視
庁
生
活
安
全
部
保
安
課
経
由
）
に
対
し
て

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ

っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ

っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過

す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

⑵
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
東
京
都
を
被
告
と

し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
東
京
都
を
代
表
す
る
者
は
東
京
都
公
安

委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の

処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

た
だ
し
、
上
記
⑴
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審
査

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
審

査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経

過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
）
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
九
月
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

西
東
京
市
谷
戸
町
三
丁
目
三
千
七

十
番
七
十
二
、
同
番
九
十
の
一
部

及
び
同
番
九
十
一
（
第
二
工
区
）

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社



（第17899号）東 京 都 公 報令和5年9月8日（金曜日）１９

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

小
金
井
市
緑
町
一
丁
目
百
九
十
一

番
一
、
百
九
十
二
番
十
、
百
九
十

三
番
一
並
び
に
同
番
十
一
及
び
百

九
十
四
番
一
の
各
一
部

小
金
井
市
緑
町
一
丁
目
六
番
四

十
一
号

鴨
下

文
枝

清
瀬
市
中
里
一
丁
目
七
百
二
十
三

番
一
の
一
部

清
瀬
市
中
里
二
丁
目
千
百
三
十

七
番
地

松
村

金
次

東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
立
川
市
選
挙
区
）
の

候
補
者
届
出
書
等
の
事
前
審
査
に
つ
い
て

令
和
五
年
十
月
十
五
日
執
行
予
定
の
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙

（
立
川
市
選
挙
区
）
に
立
候
補
を
予
定
す
る
者
に
対
し
て
、
次
の
と

お
り
候
補
者
届
出
書
等
の
事
前
審
査
を
行
う
。

令
和
五
年
九
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

日
時

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で
の
午
前

九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

場
所

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
北
塔
四
十
階
東
京
都
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
立
川
市
選
挙
区
）
に

お
け
る
候
補
者
等
が
選
挙
長
又
は
東
京
都
選
挙
管
理

委
員
会
に
す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
に
つ
い

て

令
和
五
年
十
月
十
五
日
執
行
予
定
の
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙

（
立
川
市
選
挙
区
）
に
お
い
て
、
候
補
者
等
が
選
挙
長
又
は
東
京
都

選
挙
管
理
委
員
会
に
す
る
届
出
、
申
請
等
（
争
訟
を
除
く
。
）
の
受

付
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
五
年
九
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一

令
和
五
年
十
月
六
日

午
前

八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

立
川
市
役
所
本
庁
舎
一
階
百
一

会
議
室

立
川
市
泉
町
千
百
五

十
六
番
地
の
九

二

令
和
五
年
十
月
六
日

正
午

以
降

立
川
市
役
所
本
庁
舎
一
階
立
川

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

立
川
市
泉
町
千
百
五
十
六
番
地

の
九

東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
立
川
市
選
挙
区
）
に

お
け
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
東
京
都
選
挙
管

理
委
員
会
に
す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
に
つ

い
て

令
和
五
年
十
月
十
五
日
執
行
予
定
の
東
京
都
議
会
議
員
補
欠
選
挙

（
立
川
市
選
挙
区
）
に
お
い
て
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
東
京

都
選
挙
管
理
委
員
会
に
す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
を
次
の
と

お
り
定
め
た
。

令
和
五
年
九
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
北
塔
四
十
階
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
使
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
５
年
９
月
８
日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

１
起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣
及
び
中
日
本
高
速
道
路
株
式

会
社

２
事
業
の
種
類

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
都
市
高
速
道
路
外
郭

環
状
線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

�����������������

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日

令
和
５
年
８
月
３１日
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令和5年9月8日（金曜日）東 京 都 公 報（第17899号） ２２
土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
使
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
５
年
９
月
８
日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

１
起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣
及
び
中
日
本
高
速
道
路
株
式

会
社

２
事
業
の
種
類

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
都
市
高
速
道
路
外
郭

環
状
線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

�����������������

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日

令
和
５
年
８
月
３１日


